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国
民
年
金
は
、
老
齢
、
障

が
い
、
死
亡
な
ど
の
事
態
に

基
礎
的
な
生
活
を
保
障
す
る

た
め
、
す
べ
て
の
人
に
共
通

の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制

度
で
す
。
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
の
加
入
期
間
が
あ
る
人

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加
入
期

間
分
の
年
金
が
基
礎
年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者

　

自
営
業
、
学
生
、
フ
リ
ー
ア
ル
バ
イ

タ
ー
等
で
、
第
２
号
被
保
険
者
や
第
３

号
被
保
険
者
に
該
当
し
な
い
方

加
入
手
続　

市
役
所
保
険
年
金
課
お
よ
び

吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か
？

祉
課
国
民
年
金
担
当
窓
口
で
行
い
ま
す
。

（
住
所
変
更
も
同
様
）

保
険
料　

月
額
１
４
，
４
１
０
円

　
　
　
　
（
平
成
20
年
度
）

納
付
方
法

①
納
付
書
に
よ
り
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る

②
口
座
振
替
に
よ
り
納
め
る

③
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
め
る

④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
か
ら

納
め
る
（
電
子
納
付
）

第
２
号
被
保
険
者

　

厚
生
年
金
、共
済
組
合
の
加
入
者（
会

社
員
、
公
務
員
）

加
入
手
続　

勤
務
先
が
社
会
保
険
事
務
所

へ
届
出
を
し
ま
す
。（
住
所
変
更
も
同
様
）

保
険
料　

給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者

加
入
手
続　

配
偶
者
の
勤
務
先
へ
届
出
を

行
い
、
勤
務
先
が
社
会
保
険
事
務
所
へ

届
出
を
し
ま
す
。（
住
所
変
更
も
同
様
）

保
険
料　

配
偶
者
の
加
入
す
る
厚
生
年

金
等
の
制
度
全
体
が
負
担
し
ま
す
の
で

個
別
に
納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
秩
父
社
会
保
険
事
務
所
（
埼
玉
県
国

民
年
金
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
）

　

☎
27

－

６
５
６
１

市
役
所
保
険
年
金
課 

国
民
年
金
担
当

　

☎
22

－

２
２
１
１（
内
線
１
１
３
５
）

吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

吉
田
☎
72

－

６
０
８
２

　

大
滝
☎
55

－

０
８
６
３

　

荒
川
☎
54

－

２
３
９
５

厚生年金 共済組合 ｝上乗せの部分

第１号被保険者 第３号被保険者 第２号被保険者 ｝基礎年金（国民年金）

日
本
に
住
む
20
歳
以
上

　

  

60
歳
未
満
の
方
は
、

国
民
年
金
に
必
ず
加
入
し
ま
す

公
的
年
金
の
加
入
者
は
３
種
類

　

秩
父
市
環
境
衛
生
推
進
員
連
絡
会
秩

父
支
部
で
は
、
不
法
投
棄
の
防
止
を
図

り
、
明
る
く
清
潔
な
住
み
よ
い
生
活
環

境
づ
く
り
の
た
め
に
、
昨
年
度
に
引
き

続
き
、
市
の
通
常
収
集
で
は
回
収
で
き

ず
に
処
理
困
難
と
な
っ
て
い
る
「
タ
イ

ヤ
・
バ
ッ
テ
リ
ー
・
消
火
器
」
の
不
用

３
品
目
の
一
斉
有
料
受
け
入
れ
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

と　

き　

３
月
１
日
㈰

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
正
午

受
入
会
場　

聖
地
公
園
・
や
す
ら
ぎ
の
丘

管
理
事
務
所
駐
車
場

受
入
物
品　

左
表
の
と
お
り

※
表
以
外
の
も
の
は
受
け
入
れ
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
秩
父
市
環
境
衛
生
推
進
員
連
絡
会
秩

父
支
部
事
務
局
（
生
活
衛
生
課
内
）

　

☎
25

－

５
２
０
２

品目 種類 サイズ 単価

タイヤ

自動車用
（軽自動車含む） 300円

４ＷＤ車用から
トラック用４ｔ車まで 500円

ホイール 自動車、４ＷＤ、
トラック共通 200円

オートバイ用
自転車用
１輪車用

オートバイ以外は
ホイールを含む 100円

オートバイ用ホイール 100円

農機具用

直径50㎝以下 1,000円

50㎝以下ホイール 300円

直径50㎝以上 1,500円

50㎝以上ホイール 500円

バッテリー

バイク用 無料

自動車用 無料

密閉式のもの 無料

消火器 家庭用のもの 900円

※自動車等のタイヤは、ホイール付きでも回収しま
すが、引き取り単価はタイヤとホイールの合計額
になります。

引き取り単価

１本（個）当たり
不要３品目

有料受け入れを
実施します!!

タイヤ
バッテリー
消火器

「道路交通法」の一部改正により、自動車の後部座席についても、シートベルトの着用が義務付けられました。


